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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両端に開放端を備え、半導体チップまたは導電性板に前記開放端の一方をはんだにより
接合されうる金属部材であって、
　前記開放端の他方から外部電極用端子が挿入され嵌め合わされうる中空筒状の筒部と、
　前記筒部の前記一方の開放端側の内壁のみ、前記筒部の中心軸と直交する方向に内側に
張り出した第１の突起部と、
　を有し、
　前記内壁が前記開放端から前記第１の突起部までが平坦かつ直線状であることを特徴と
する金属部材。
【請求項２】
　前記内壁の全周にわたる前記第１の突起部を有することを特徴とする請求項１に記載の
金属部材。
【請求項３】
　前記一方の開放端に、前記中心軸と直交する方向に外側に張り出したフランジを有する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の金属部材。
【請求項４】
　前記第１の突起部の厚さは、０．１ｍｍ以上１．６ｍｍ以下であることを特徴とする請
求項１～３のいずれか一つに記載の金属部材。
【請求項５】
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　前記第１の突起部の幅ｗとの比率が０．２≦２×ｗ／ｄ≦０．８を満たす内径ｄを有す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の金属部材。
【請求項６】
　前記第１の突起部を配置する高さは、前記はんだによる接合面から前記第１の突起部の
前記接合面側の面までの高さが１ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１～５のいずれ
か一つに記載の金属部材。
【請求項７】
　矩形状の断面形状をなす前記第１の突起部を有することを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一つに記載の金属部材。
【請求項８】
　前記中心軸付近に向かうにしたがって厚さを薄くした三角形状または台形状の断面形状
をなす前記第１の突起部を有することを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の
金属部材。
【請求項９】
　前記他方の開放端側の内壁に、前記中心軸と直交する方向に内側に張り出した第２の突
起部を有することを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の金属部材。
【請求項１０】
　前記第２の突起部を配置する高さは、前記他方の開放端から前記第２の突起部の前記他
方の開放端側の面までの高さが１ｍｍ以上であることを特徴とする請求項９に記載の金属
部材。
【請求項１１】
　前記内壁に固定されるように、前記第１の突起部を嵌め合わせてなることを特徴とする
請求項１～１０のいずれか一つに記載の金属部材。
【請求項１２】
　前記内壁に固定されるように、前記第２の突起部を嵌め合わせてなることを特徴とする
請求項９または１０に記載の金属部材。
【請求項１３】
　前記半導体チップまたは前記導電性板に、請求項１～１２のいずれか一つに記載の金属
部材の前記一方の開放端がはんだにより接合されたことを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　前記半導体チップと、前記導電性板と、を絶縁基板上に実装した半導体装置の製造方法
であって、
　前記半導体チップ上または前記導電性板上に、請求項１～１２のいずれか一つに記載の
金属部材の前記一方の開放端を、はんだにより接合する第１工程と、
　前記金属部材の前記他方の開放端から前記外部電極用端子を圧入して、前記金属部材に
前記外部電極用端子を嵌め合わせる第２工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　端部の尖った前記外部電極用端子を圧入することを特徴とする請求項１４に記載の半導
体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体装置、金属部材および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば半導体モジュールなどの半導体装置は、絶縁基板の表面の導電性板に半導
体チップや他の構成部材などをはんだにより接合した構成を有する。このような半導体モ
ジュールとして、絶縁基板のおもて面の導電性板にはんだにより接合された中空筒状の金
属部材（以下、筒状コンタクト部材とする）に外部電極用端子を嵌め合わせることで、導
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電性板と外部電極用端子とを電気的に接続した装置が提案されている（例えば、下記特許
文献１参照。）。下記特許文献１では、外部電極用端子の底面の最大寸法を筒状コンタク
ト部材の空洞部の直径よりも若干大きくすることで、外部電極用端子と筒状コンタクト部
材とを固く嵌め合わせている。
【０００３】
　従来の半導体モジュールの筒状コンタクト部材および外部電極用端子の構成について説
明する。図１２は、従来の半導体モジュールの要部の構成を示す断面図である。図１３は
、従来の半導体モジュールの要部の構成を示す平面図である。図１３には、図１２の筒状
コンタクト部材１１０の本体筒部１０１を当該本体筒部１０１の中心軸と直交する切断面
ＸＹで切断し、当該切断面ＸＹから積層基板１２０側を見たときの筒状コンタクト部材１
１０の空洞部１０４および外部電極用端子１２５の平面形状を示す。なお、図１２，１３
は、それぞれ下記特許文献１の図１４，１２に相当する。
【０００４】
　図１２，１３に示すように、筒状コンタクト部材１１０は、中空筒状の本体筒部１０１
と、本体筒部１０１の両開放端１１０ａ，１１０ｂにそれぞれ設けられたフランジ１０２
，１０３と、を備える。筒状コンタクト部材１１０の一方の開放端１１０ａのフランジ１
０２は、積層基板１２０のおもて面の導電性板１２２にはんだ（不図示）により接合され
ている。積層基板１２０は、セラミック基板１２１のおもて面に銅（Ｃｕ）箔により導電
性板１２２を形成し、セラミック基板１２１の裏面に銅箔１２３を形成してなる。筒状コ
ンタクト部材１１０は、導電性板１２２および図示省略するワイヤ（不図示）を介して半
導体チップ１２４に電気的に接続されている。
【０００５】
　外部電極用端子１２５の一方の端部は、ケース１２６の貫通孔１２７からケース１２６
の外側に突出している。外部電極用端子１２５の他方の端部は、筒状コンタクト部材１１
０の本体筒部１０１（空洞部１０４）に圧入され、筒状コンタクト部材１１０に嵌め合わ
されることで固定されている。外部電極用端子１２５は、筒状コンタクト部材１１０を介
して半導体チップ１２４に電気的に接続されている。外部電極用端子１２５は略正四角柱
状をなし、その底面の最大寸法（対角線の長さ）ｄ１０２は筒状コンタクト部材１１０の
本体筒部１０１の内径（空洞部１０４の直径）ｄ１０１よりも若干大きい（ｄ１０１＜ｄ
１０２）。筒状コンタクト部材１１０の本体筒部１０１の平面形状は、外部電極用端子１
２５の底面の形状に合わせてわずかに変形している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／１９４８８４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図１２，１３に示す筒状コンタクト部材１１０の本体筒部１０１に外部
電極用端子１２５を圧入して嵌め合わせる構成の従来の半導体モジュールでは、次の問題
が生じる。図１０，１１は、従来の半導体モジュールの組立途中の状態を模式的に示す断
面図である。図１０には、筒状コンタクト部材１１０を積層基板１２０上にはんだ付けし
た際に、はんだ上がり性（はんだ付け性）に起因して生じるはんだ付け不良の一例を示す
。図１１には、筒状コンタクト部材１１０の本体筒部１０１に外部電極用端子１２５を圧
入する際に生じる不良の一例を示す。
【０００８】
　図１０に示すように、筒状コンタクト部材１１０の一方の開放端１１０ａのフランジ１
０２を積層基板１２０上にはんだ１２８により接合する際に、はんだ１２８は毛細管現象
によって本体筒部１０１の内壁１１０ｃまで這い上がる。このとき、筒状コンタクト部材
１１０の空洞部１０４の形状によって、本体筒部１０１の内壁１１０ｃにはんだ１２８が
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這い上がりやすくなる。また、積層基板１２０上にペースト状のはんだ１２８を形成し、
はんだ１２８上に筒状コンタクト部材１１０を設置し、リフロー炉で加熱することで、積
層基板１２０と筒状コンタクト部材１１０とをはんだ接合する方法がある。この場合、リ
フロー炉内を減圧して、はんだ１２８に内在するガスを除去し、はんだ１２８内にボイド
ができないようにするが、リフロー炉内の減圧時、はんだ１２８に内在するガスが膨張し
た際に、はんだ１２８が飛散する場合がある。これらにより、筒状コンタクト部材１１０
の一方の開放端１１０ａ側から他方の開放端１１０ｂ（外部電極用端子１２５の挿入口）
側に本体筒部１０１の内壁１１０ｃをはんだ１２８ａが這い上がり、例えば滑らかに広が
らずに固まったような厚い状態で本体筒部１０１の内壁１１０ｃに残る虞がある。
【０００９】
　はんだ１２８ａの這い上がりが生じた場合、図１１（ａ）に示すように、本体筒部１０
１の内壁１１０ｃに付着したはんだ１２８ａよりも奥（導電性板１２２側）まで外部電極
用端子１２５を挿入することができない。また、外部電極用端子１２５の圧入時に、本体
筒部１０１の内壁１１０ｃのはんだ１２８ａが付着している箇所において外部電極用端子
１２５に負荷がかかる。これにより、図１１（ｂ）に示すように、外部電極用端子１２５
が曲がったり、折れたりしてしまう。または、本体筒部１０１の内壁１１０ｃにはんだ１
２８ａが付着した状態で、外部電極用端子１２５を挿入することにより、本体筒部１０１
と導電性板１２２とを接合していたはんだ１２８が破損し、本体筒部１０１が導電性板１
２２から取れてしまう虞がある。また、筒状コンタクト部材１１０から外部電極用端子１
２５が抜けやすくなってしまう。このため、半導体チップ１２４と外部電極用端子１２５
との接続不良が生じる虞がある。
【００１０】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、筒状コンタクト部材に外
部電極用端子を挿入して嵌め合わせる構成の半導体装置において、組立不良をなくすこと
ができる半導体装置、金属部材および半導体装置の製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決し、本発明の目的を達成するため、この発明にかかる金属部材は、
両端に開放端を備え、半導体チップまたは導電性板に前記開放端の一方をはんだにより接
合されうる金属部材であって、前記開放端の他方から外部電極用端子が挿入され嵌め合わ
されうる中空筒状の筒部と、前記筒部の前記一方の開放端側の内壁のみ、前記筒部の中心
軸と直交する方向に内側に張り出した第１の突起部を有し、前記内壁が前記開放端から前
記第１の突起部までが平坦かつ直線状であることを特徴とする。
【００１２】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記内壁の全周にわたる
前記第１の突起部を有することを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記一方の開放端に、前
記中心軸と直交する方向に外側に張り出したフランジを有することを特徴とする。
【００１４】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記第１の突起部の厚さ
は、０．１ｍｍ以上１．６ｍｍ以下であることを特徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記第１の突起部の幅ｗ
との比率が０．２≦２×ｗ／ｄ≦０．８を満たす内径ｄを有することを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記第１の突起部を配置
する高さは、前記はんだによる接合面から前記第１の突起部の前記接合面側の面までの高
さが１ｍｍ以上であることを特徴とする。
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【００１７】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、矩形状の断面形状をなす
前記第１の突起部を有することを特徴とする。
【００１８】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記中心軸付近に向かう
にしたがって厚さを薄くした三角形状または台形状の断面形状をなす前記第１の突起部を
有することを特徴とする。
【００１９】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記他方の開放端側の内
壁に、前記中心軸と直交する方向に内側に張り出した第２の突起部を有することを特徴と
する。
【００２０】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記第２の突起部を配置
する高さは、前記他方の開放端から前記第２の突起部の前記他方の開放端側の面までの高
さが１ｍｍ以上であることを特徴とする。
【００２１】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記内壁に固定されるよ
うに、前記第１の突起部を嵌め合わせてなることを特徴とする。
【００２２】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記内壁に固定されるよ
うに、前記第２の突起部を嵌め合わせてなることを特徴とする。
【００２３】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記第１の突起部は、前
記筒部の側壁の一部を内側に変形させてなることを特徴とする。
【００２４】
　また、この発明にかかる金属部材は、上述した発明において、前記第２の突起部は、前
記筒部の側壁の一部を内側に変形させてなることを特徴とする。
【００２５】
　また、上述した課題を解決し、本発明の目的を達成するため、この発明にかかる半導体
装置は、前記半導体チップまたは前記導電性板に、上述した金属部材の前記一方の開放端
がはんだにより接合されたことを特徴とする。
【００２６】
　また、上述した課題を解決し、本発明の目的を達成するため、この発明にかかる半導体
装置の製造方法は、前記半導体チップと、前記導電性板と、を絶縁基板上に実装した半導
体装置の製造方法であって、次の特徴を有する。まず、前記半導体チップ上または前記導
電性板上に、上述した金属部材の前記一方の開放端を、はんだにより接合する第１工程を
行う。次に、前記金属部材の前記他方の開放端から前記外部電極用端子を圧入して、前記
金属部材に前記外部電極用端子を嵌め合わせる第２工程を行う。
【００２７】
　また、この発明にかかる半導体装置の製造方法は、上述した発明において、端部の尖っ
た前記外部電極用端子を圧入することを特徴とする。
【００２８】
　上述した発明によれば、金属部材のはんだ付け時に、金属部材の内壁を這い上がったり
飛散したはんだが突起部よりも上方側（絶縁基板上の導電性板に接合されていない他方の
端部側）まで這い上がることを防止することができる。これにより、金属部材の内壁を這
い上がったり飛散したはんだを金属部材の下端側（絶縁基板上の導電性板に接合された一
方の端部側）で塞き止めることができる。このため、金属部材に外部電極用端子を挿入す
るときに、外部電極用端子にはんだによる負荷がかかることはない、または外部電極用端
子にかかる負荷は無視できるほど小さい。これによって、金属部材の内壁に這い上がった
り飛散したはんだを原因として、外部電極用端子を所定深さまで挿入することができなか
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ったり、外部電極用端子が曲がったり折れたりすることを防止することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明にかかる半導体装置、金属部材および半導体装置の製造方法によれば、筒状コン
タクト部材に外部電極用端子を挿入して嵌め合わせる構成の半導体装置において、組立不
良をなくすことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施の形態１にかかる半導体装置の構成を示す説明図である。
【図２】実施の形態１にかかる半導体装置の要部の構成を詳細に示す説明図である。
【図３】実施の形態２にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。
【図４】実施の形態３にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。
【図５】実施の形態４にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。
【図６】実施例１にかかる半導体装置の突起部の幅について検証した結果を示す図表であ
る。
【図７】実施例２にかかる半導体装置の突起部の厚さについて検証した結果を示す図表で
ある。
【図８】実施例３にかかる半導体装置の突起部を配置する高さの下限値について検証した
結果を示す図表である。
【図９】実施例３にかかる半導体装置の突起部を配置する高さの上限値について検証した
結果を示す図表である。
【図１０】従来の半導体モジュールの組立途中の状態を模式的に示す断面図である。
【図１１】従来の半導体モジュールの組立途中の状態を模式的に示す断面図である。
【図１２】従来の半導体モジュールの要部の構成を示す断面図である。
【図１３】従来の半導体モジュールの要部の構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる半導体装置、金属部材および半導体装置
の製造方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、以下の実施の形態の説明および
添付図面において、同様の構成には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３２】
（実施の形態１）
　実施の形態１にかかる半導体装置の構成について説明する。図１は、実施の形態１にか
かる半導体装置の構成を示す説明図である。図２は、実施の形態１にかかる半導体装置の
要部の構成を詳細に示す説明図である。図１（ｂ）には、図１（ａ）の切断線Ｘ－Ｘ’に
おける断面で切断し、当該断面から積層基板２０の奥行方向を見たときの状態を示す。な
お、図１では積層基板２０のおもて面側を覆うケースを図示省略する。図１（ａ）では、
図１（ｂ）のワイヤー２６を図示省略する。図２（ａ）は、導電性板２２に接合された筒
状コンタクト部材１０の断面構造を示す断面図である。図２（ｂ）は、図２（ａ）の筒状
コンタクト部材１０を開放端１０ｂ側から見たときの平面構造を示す平面図である。図２
（ｃ）は、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１に外部電極用端子２５を嵌め合わせた状
態を示す断面図である。図２（ｄ）は、図２（ｃ）の切断面Ｘ２から積層基板２０側を見
たときの筒状コンタクト部材１０の空洞部４および外部電極用端子２５の平面形状を示す
平面図である。
【００３３】
　図１に示す実施の形態１にかかる半導体装置は、積層基板２０のおもて面の導電性板２
２に、設計条件に基づく所定の平面レイアウトに半導体チップ２４や他の構成部材などを
はんだ（不図示）により接合した構成の半導体モジュールである。具体的には、実施の形
態１にかかる半導体装置は、積層基板２０上の半導体チップ２４または導電性板２２に、
筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａをはんだ２７により接合され、他方の開放
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端１０ｂから外部電極用端子２５が挿入され嵌め合わされた半導体装置である。積層基板
２０は、例えば、絶縁基板２１のおもて面に銅（Ｃｕ）箔により導電性板２２を形成し、
絶縁基板２１の裏面に銅箔２３を形成する。なお、絶縁基板２１には、アルミナや窒化ア
ルミニウムなどのセラミックが用いられる。積層基板２０の裏面の銅箔２３は、例えばヒ
ートシンク（不図示）にはんだ接合されている。積層基板２０のおもて面の導電性板２２
には、半導体チップ２４および筒状コンタクト部材（金属部材）１０が配置されている。
半導体チップ２４の裏面電極（不図示）は導電性板２２にはんだ（不図示）により接合さ
れる。半導体チップ２４にはおもて電極（不図示）が設けられ、おもて面電極はワイヤー
２６を介して導電性板２２に電気的に接続されている。また、半導体チップ２４のおもて
電極は、はんだ２７を介して筒状コンタクト部材１０の一方の開放端と接合されていても
よい。
【００３４】
　図２に示すように、筒状コンタクト部材１０は、中空筒状の本体筒部１と、本体筒部１
の両開放端１０ａ，１０ｂにそれぞれ設けられたフランジ（輪縁）２，３と、本体筒部１
の内部（空洞部４）に設けられた突起部５と、を備えた金属部材である。筒状コンタクト
部材１０の材質は、導電性の優れた材料で、所定の強度を満足し、はんだ２７との接合性
の優れた材料が望ましい。特に好ましくは、筒状コンタクト部材１０の材質は例えば銅乃
至銅合金である。また、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１の表面（内壁１０ｃや外壁
）に銅めっきやニッケル（Ｎｉ）めっきを施してもよい。筒状コンタクト部材１０は、導
電性板２２上にはんだ付けされており、導電性板２２およびワイヤー２６を介して半導体
チップ２４のおもて面電極に電気的に接続されている。筒状コンタクト部材１０は、半導
体チップ２４のおもて面電極に直にはんだ接合されてもよい。筒状コンタクト部材１０の
本体筒部１には外部電極用端子２５が嵌め合わせられ、筒状コンタクト部材１０を介して
半導体チップ２４のおもて面電極と電気的に接続されている。
【００３５】
　具体的には、本体筒部１は、外部電極用端子２５を安定して固定可能な所定長さの中空
筒状をなす。本体筒部１の内径（空洞部４の直径）ｄ１は、外部電極用端子２５を嵌め合
わせることができる程度に、外部電極用端子２５の直径ｄ２よりも若干大きい。フランジ
２，３は、本体筒部１の両開放端１０ａ，１０ｂからそれぞれ本体筒部１の中心軸と直交
する方向（図２の横方向）に外側に所定幅で張り出したリング状（鍔状）をなし、本体筒
部１の外壁の例えば全周にわたって設けられている。本体筒部１の一方の開放端１０ａの
フランジ２は、積層基板２０のおもて面の導電性板２２上にはんだ２７により接合されて
いる。本体筒部１の、導電性板２２とはんだ接合される側の開放端１０ａのみにフランジ
２が設けられてもよい。これにより、後述するように本体筒部１の一方の開放端１０ａ側
に配置された突起部５の位置をフランジ２の有無によって確認することができ、筒状コン
タクト部材１０をはんだ接合する際の方向性の選択が容易となる。一方、本体筒部１の両
開放端１０ａ，１０ｂにそれぞれフランジ２，３を設けることで、筒状コンタクト部材１
０の形成時に方向性を選ばずに突起部５を取付け可能な構造となるため、筒状コンタクト
部材１０を形成するときの作業効率が向上する。筒状コンタクト部材１０の形成方法につ
いては後述する。
【００３６】
　筒状コンタクト部材１０（本体筒部１）の一方の開放端１０ａ（筒状コンタクト部材１
０の下端）は、導電性板２２上へのはんだ付けにより閉塞されている。すなわち、筒状コ
ンタクト部材１０の一方開放端１０ａの端面ははんだ２７との接合面となる。なお、筒状
コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａは、はんだ２７によって完全に閉塞されていな
くてもよいが、フランジ２と導電性板２２とははんだ付けされていることが望ましい。筒
状コンタクト部材１０（本体筒部１）の他方の開放端１０ｂ（筒状コンタクト部材１０の
上端）は開放され、外部電極用端子２５の挿入口となっている。突起部５は、筒状コンタ
クト部材１０の一方の開放端１０ａ側に配置されている。また、図２（ｂ）に示すように
、突起部５は、本体筒部１の内壁１０ｃから本体筒部１の中心軸と直交する方向に内側に
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例えば所定幅ｗ１で張り出したリング状をなし、本体筒部１の内壁１０ｃの全周にわたっ
て設けられている。この突起部５を境に、筒状コンタクト部材１０の空洞部４は、突起部
５よりも筒状コンタクト部材１０の他方の開放端１０ｂ側の第１領域Ａと、突起部５より
も筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａ側の第２領域Ｂとに分離されている。な
お、突起部５は、本体筒部１とは別の部材により形成されてもよいし、本体筒部１を変形
させて形成されてもよい。本体筒部１を変形させて形成した突起部５の一例については後
述する実施の形態３において説明する。
【００３７】
　突起部５は、筒状コンタクト部材１０のはんだ付け時に、毛細管現象により本体筒部１
の内壁１０ｃに這い上がったり、飛散したはんだ２７ａが筒状コンタクト部材１０の上端
側の第１領域Ａまで這い上がったり、飛散することを防止する機能を有する。はんだ２７
ａの這い上がりおよび飛散防止とは、筒状コンタクト部材１０の下端側から第１領域Ａま
ではんだ２７ａが這い上がったり飛散しない、または第１領域Ａまではんだ２７ａが這い
上がったり、飛散したとしても外部電極用端子２５の挿入時に組立不良を生じさせない程
度であることをいう。外部電極用端子２５の挿入時に生じる組立不良とは、外部電極用端
子２５を所定深さまで挿入することができないことや、挿入時に外部電極用端子２５が曲
がったり折れたりしてしまうことである。また、突起部５は、本体筒部１の内壁１０ｃに
這い上がったり飛散したはんだ２７ａを筒状コンタクト部材１０の下端側の第２領域Ｂ内
にほぼ塞き止める機能を有する。すなわち、突起部５は、筒状コンタクト部材１０と導電
性板２２とを接合するはんだ２７が破損し、本体筒部１が導電性板２２から取れてしまう
ことを防止する。そのため、突起部５は、本体筒部１の内壁１０ｃの全周にわたって設け
られていることが好ましいが、はんだ２７ａが這い上がったり飛散することを防ぐことが
できれば、全周にわたって設けられていなくてもかまわない。
【００３８】
　突起部５の幅ｗ１は、本体筒部１の内径ｄ１の１／２倍よりも狭いことがよい。具体的
には、突起部５の幅ｗ１は、本体筒部１の内径ｄ１に対して、０．２≦２×ｗ１／ｄ１≦
０．８を満たすことが好ましい。すなわち、突起部５は、本体筒部１の内壁１０ｃを分離
することができればよく、本体筒部１の内径ｄ１と同じ寸法の外径を有し、かつ例えば本
体筒部１の中心軸付近に位置する略円形状の孔部５ａによる所定の内径ｗ２を有するリン
グ状の平面形状をなす。したがって、第１領域Ａと第２領域Ｂとの間は突起部５によって
完全に塞がれておらず、第１領域Ａと第２領域Ｂとは連続した領域となっている。
【００３９】
　仮に、円形状の平面形状を有する突起部５によって第１領域Ａと第２領域Ｂとの間を完
全に塞いだ場合（ｗ２＝０）、筒状コンタクト部材１０のはんだ付け時に発生するはんだ
フラックス等の溶融ガス（気体）を筒状コンタクト部材１０の外側に逃がすことができな
い。この溶融ガスは、はんだ２７の内部にボイド（気泡）を生じさせ、はんだ不良を生じ
させる原因となる。このため、第１領域Ａと第２領域Ｂとを本体筒部１の中心軸に平行な
方向につなげて、筒状コンタクト部材１０の他方の開放端１０ｂから外側に溶融ガスが流
動可能な幅の孔（以下、孔部とする）５ａの空いたリング状の平面形状に突起部５を設け
ることが好ましい。
【００４０】
　突起部５の孔部５ａは、例えば円形状の平面形状を有する。突起部５の内径（孔部５ａ
の幅（直径））ｗ２は、筒状コンタクト部材１０のはんだ付け時に発生する溶融ガスを、
筒状コンタクト部材１０の他方の開放端１０ｂから外側に十分に逃がすことができる寸法
とすることが好ましい。突起部５の孔部５ａの位置、寸法および平面形状は、第１領域Ａ
と第２領域Ｂとを本体筒部１の中心軸に平行な方向につながった領域とすることができ、
かつ筒状コンタクト部材１０のはんだ付け時に発生する溶融ガスを筒状コンタクト部材１
０の外側に十分に逃がすことができる所定面積を有していればよく、種々変更可能である
。
【００４１】
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　また、突起部５は、本体筒部１の中心軸と直交する方向に一様な厚さｔ１の略矩形状の
断面形状を有する。突起部５の断面形状を略矩形状とすることで、所定の強度を有するこ
とができる。また、突起部５の断面形状を略矩形状とした場合、突起部５の形状が単純で
あるため、筒状コンタクト部材１０を安価に作成することができる。突起部５の厚さｔ１
は、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１に外部電極用端子２５を圧入（挿入）するとき
の荷重によって突起部５が容易に変形する厚さに設定されていることが好ましい。すなわ
ち、突起部５の厚さｔ１は、外部電極用端子２５の挿入時の荷重によって例えば突起部５
の孔部５ａを広げ、変形させることができる厚さとする。具体的には、突起部５の厚さｔ
１は、突起部５の構成材料や内径ｗ２、形成方法によって種々調整可能であり、例えば０
．１ｍｍ以上１．６ｍｍ以下程度であってもよい（０．１ｍｍ≦ｔ１≦１．６ｍｍ）。図
２（ｄ）に示すように、外部電極用端子２５の切断面ＸＹでの平面形状（外部電極用端子
２５の底面の形状）は例えば略四角形状であってもよい。これにより、筒状コンタクト部
材１０の本体筒部１に外部電極用端子２５を強固に嵌め合わせることができる。外部電極
用端子２５の下端部（積層基板２０側の端部）２５ａは、面取りされていたり、尖ってい
ることが望ましい。その理由は、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１に外部電極用端子
２５を圧入（挿入）するときに、外部電極用端子２５の下端部２５ａによって突起部５を
容易に変形させやすいからである。
【００４２】
　突起部５を配置する高さｈ１は、筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａのフラ
ンジ２の下面（積層基板２０側の表面）から突起部５の下面までの高さが例えば１ｍｍ以
上程度となる高さであることが好ましい（ｈ１≧１ｍｍ）。その理由は、次の通りである
。筒状コンタクト部材１０に嵌め合わされたときの外部電極用端子２５の下端部２５ａの
高さｈ２は、筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａのフランジ２の下面から例え
ば０．５ｍｍ以上２．０ｍｍ以下程度となる。このため、突起部５を配置する高さｈ１を
１ｍｍ以上程度とすることで、本体筒部１の内壁１０ｃにはんだ２７ａが這い上がったり
飛散したとしても、外部電極用端子２５の下端部２５ａまでの隙間内ではんだ２７ａの這
い上がりや飛散を止めることができるからである。すなわち、突起部５を配置する高さｈ
１は、本体筒部１の所定深さまで挿入された外部電極用端子２５の下端部２５ａとの間に
隙間ができるように、本体筒部１の内壁１０ｃに這い上がったり飛散したはんだ２７ａを
塞き止め可能な高さに設定されている。なお、フランジ２，３が配置されていない場合に
は、突起部５を配置する高さｈ１は、筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａの端
面から突起部５の下面までの高さである。
【００４３】
　また、突起部５を配置する高さｈ１は、外部電極用端子２５の下端部２５ａの高さｈ２
に対して、ｈ１≦２×ｈ２を満たすことが好ましい。具体的には、突起部５を配置する高
さｈ１は、例えば４ｍｍ以下程度であることが好ましい（ｈ１≦４ｍｍ）。突起部５を配
置する高さｈ１を４ｍｍよりも大きくした場合、空洞部４に占める第２領域Ｂ（はんだ２
７ａが這い上がったり飛散する領域）の割合が大きくなり、かつ外部電極用端子２５の第
２領域Ｂに露出される部分の割合も大きくなる。このため、第２領域Ｂ内ではんだ２７ａ
の這い上がりや飛散を塞き止めたとしても、第２領域Ｂ内に這い上がったり飛散したはん
だ２７ａによる悪影響が外部電極用端子２５に及ぶことを抑制することができないからで
ある。したがって、突起部５を配置する高さｈ１は、１≦ｈ１≦２×ｈ２を満たすことが
好ましい。
【００４４】
　このように、突起部５は、筒状コンタクト部材１０のはんだ付け時にはんだ２７ａの這
い上がりや飛散を第２領域Ｂ内に塞き止め可能な幅ｗ１を有し、かつ外部電極用端子２５
の挿入時に妨げにならない厚さｔ１を有する。また、突起部５は、筒状コンタクト部材１
０の下端から第２領域Ｂ内に這い上がったり飛散したはんだ２７ａの悪影響が外部電極用
端子２５に及ばない高さｈ１に配置される。突起部５の構成材料は、筒状コンタクト部材
１０の本体筒部１と同じ金属材料であることが好ましい。その理由は、導電性、強度とも
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に優れているからである。また、筒状コンタクト部材１０と突起部５とを異種材料とした
場合、筒状コンタクト部材１０と突起部５との接合部において、電気抵抗が増加したり、
応力による割れが生じる虞があるからである。しかし、突起部５の構成材料は、突起部５
の形成方法によっては本体筒部１と異なる材料であってもよいし、カーボンやセラミック
スなどはんだ濡れ性の悪い材料であってもよい。なお、筒状コンタクト部材１０と突起部
５とを異種材料とする場合、突起部５の構成材料は、封止材と反応せず、はんだ接合時の
加熱に耐えられる材料であることが望ましい。
【００４５】
　上述した実施の形態１にかかる半導体装置を作製（製造）するには、まず、絶縁基板２
１上に実装した半導体チップ２４上または導電性板２２上に、筒状コンタクト部材１０の
一方の開放端１０ａを、はんだ２７により接合する（第１工程）。そして、筒状コンタク
ト部材１０の他方の開放端１０ｂから外部電極用端子２５を圧入して、筒状コンタクト部
材１０に外部電極用端子２５を嵌め合わせればよい（第２工程）。具体的には、第１工程
においては、半導体チップ２４または導電性板２２にペースト状または板状のはんだ２７
を形成し、はんだ２７上に筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａを絶縁基板２１
側にして設置し、リフロー炉で加熱することによってなされる。このようして、筒状コン
タクト部材１０の一方の開放端１０ａは、半導体チップ２４のおもて電極または導電性板
２２と、はんだ２７により接合される。第２工程においては、筒状コンタクト部材１０の
他方の開放端１０ｂに外部電極用端子２５を圧入して嵌め合わせる。これにより、外部電
極用端子２５は、筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａの内壁１０ｃに形成され
た突起部５を変形して筒状コンタクト部材１０に嵌め合わされる。
【００４６】
　次に、筒状コンタクト部材１０の形成方法について説明する。まず、本体筒部１および
フランジ２，３を有する筒状コンタクト部材１０と、リング状の平面形状を有する突起部
５とをそれぞれ個々に成形（形成）する。次に、突起部５を配置する高さｈ１に位置決め
治具の表面が位置するように、例えば筒状コンタクト部材１０の一方の開放端１０ａ側か
ら本体筒部１の内部に位置決め治具を挿入する。次に、筒状コンタクト部材１０の他方の
開放端１０ｂ側から本体筒部１の内部に突起部５を挿入し、位置決め治具の高さ位置に合
わせて突起部５を本体筒部１に嵌め込む。この際、突起部５の直径は、本体筒部１の内径
より１００μｍ程度大きくすることが望ましい。これによって、突起部５を本体筒部１に
嵌め込んだ後に、突起部５が本体筒部１から外れることを防止することができる。または
、位置決め治具に突起部５を配置し、位置決め治具に本体筒部１を上部より嵌めこんでも
よい。このようにして、本体筒部１、フランジ２，３および突起部５を有する筒状コンタ
クト部材１０が完成する。位置決め治具の材質としては、ステンレスなどの合金やタング
ステンカーバイドなどの超硬合金が、強度の点から、好ましい。この方法によれば、突起
部５の構成材料によらず、突起部５を有する筒状コンタクト部材１０を形成可能である。
【００４７】
　以上、説明したように、実施の形態１によれば、筒状コンタクト部材の下端側に配置さ
れるように、本体筒部の内壁の全周にわたってリング状の平面形状を有する突起部を設け
ることで、筒状コンタクト部材のはんだ付け時に、本体筒部の内壁を這い上がったり飛散
したはんだが突起部よりも上方側の第１領域まで這い上がることを防止することができる
。これにより、本体筒部の内壁を這い上がったり飛散したはんだを筒状コンタクト部材の
下端側で塞き止めることができる。このため、筒状コンタクト部材に外部電極用端子を挿
入するときに、外部電極用端子にはんだによる負荷がかかることはない、または外部電極
用端子にかかる負荷は無視できるほど小さい。このため、本体筒部の内壁に這い上がった
り飛散したはんだを原因として、外部電極用端子を所定深さまで挿入することができなか
ったり、外部電極用端子が曲がったり折れたりするなどの組立不良をなくすことができる
。したがって、良品率を向上させることができる。
【００４８】
　また、実施の形態１によれば、外部電極用端子の圧入による荷重によって外部電極用端
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子が突起部を変形させることが可能な寸法で突起部を形成することで、筒状コンタクト部
材に外部電極用端子を所定深さまで挿入することができる。このため、筒状コンタクト部
材から外部電極用端子を抜けづらくすることができる。また、実施の形態１によれば、外
部電極用端子の挿入時の組立不良をなくすことができるため、外部電極用端子と筒状コン
タクト部材との嵌め合わせに関する不良発生を検出する工程や設備が不要となる。また、
実施の形態１によれば、筒状コンタクト部材に突起部を設けることで、はんだの這い上が
りや飛散を抑制するために施される、はんだ材の仕様変更や積層基板の表面処理等の他の
対策に比べて、はんだの這い上がりや飛散を防止する効果を容易に得ることができる。
【００４９】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２にかかる半導体装置の構成について説明する。図３は、実施の形態
２にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。実施の形態２にかかる半導体装置は、
筒状コンタクト部材１０の本体筒部１の内壁１０ｃに設けられた、はんだ２７ａの這い上
がりおよび飛散防止用の突起部３１，３２の断面形状が実施の形態１にかかる半導体装置
と異なる。
【００５０】
　具体的には、図３に示すように、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１の内部に、本体
筒部１の中心軸付近に向かうにしたがって厚さｔ１を薄くした、略三角形状の断面形状を
有する突起部３１（図３（ａ））や略台形状の断面形状を有する突起部３２（図３（ｂ）
）が設けられている。突起部３１，３２の幅ｗ１および内径ｗ２、および、突起部３１，
３２を配置する高さｈ１は、実施の形態１と同様である（図２参照）。略三角形状や略台
形状の断面形状を有する突起部３１，３２を備えた筒状コンタクト部材１０の形成方法は
、実施の形態１と同様である。突起部３１，３２の断面形状を略三角形状や略台形状とす
ることで、筒状コンタクト部材１０に外部電極用端子２５を圧入するとき、突起部３１，
３２を変形させる力を低減させることができる。したがって、軽い力で筒状コンタクト部
材１０の所定の深さまで外部電極用端子２５を圧入することができる。
【００５１】
　以上、説明したように、実施の形態２によれば、実施の形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【００５２】
（実施の形態３）
　次に、実施の形態３にかかる半導体装置の構成について説明する。図４は、実施の形態
３にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。実施の形態３にかかる半導体装置が実
施の形態１にかかる半導体装置と異なる点は、本体筒部１の側壁を内側に塑性変形させる
ことで、はんだ２７ａの這い上がりおよび飛散防止用の突起部３３を形成している点であ
る。具体的には、図４に示すように、筒状コンタクト部材３０の本体筒部１の側壁の全周
にわたって、本体筒部１の一部を内側に塑性変形させてなる略半円形状や略半楕円形状の
断面形状を有する突起部３３が設けられている。
【００５３】
　突起部３３を配置する高さｈ１や、突起部３３の幅ｗ１および内径ｗ２は、実施の形態
１と同様である（図２参照）。突起部３３を形成する高さｈ１とは、筒状コンタクト部材
３０の一方の開放端１０ａのフランジ２の下面から突起部３３の下端部（積層基板２０側
の端部）３３ａまでの高さである。突起部３３の端部３３ａ，３３ｂとは、本体筒部１の
側壁が曲がり始めている箇所である。突起部３３の幅ｗ１とは、本体筒部１の内壁１０ｃ
から突起部３３の最も突出した頂点部３３ｃまでの距離である。突起部３３の内径ｗ２と
は、突起部３３の最も突出した頂点部３３ｃ間の距離である。
【００５４】
　突起部３３の幅ｗ１および厚さｔ３は、突起部３３の断面形状が略半円形状である場合
にはともに突起部３３の直径に相当し、略半楕円形状である場合にはそれぞれ突起部３３
の長軸の１／２の長さおよび短軸の長さに相当する。突起部３３は、本体筒部１の側壁の
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一部を塑性変形させて略半円形状または略半楕円形状に湾曲させることで金属厚さの薄く
なった部分である。突起部３３の幅ｗ１および厚さｔ３は、本体筒部１の側壁の一部を塑
性変形させることによって金属厚さの薄くなった部分を外部電極用端子２５の圧入時の荷
重によって本体筒部１の内壁１０ｃ側に押し潰すことができる程度に薄い金属厚さにする
ことができる寸法に設定される。
【００５５】
　略半円形状や略半楕円形状の断面形状を有する突起部３３を備えた筒状コンタクト部材
３０は、例えば、次のように形成すればよい。まず、本体筒部１およびフランジ２，３を
有する筒状コンタクト部材３０を例えば一体成形により形成する。次に、筒状コンタクト
部材３０の本体筒部１を旋盤に装着する。次に、本体筒部１の外壁に所定形状のバイトを
押し付けながら中心軸回りに筒状コンタクト部材３０を回転させることで、本体筒部１の
側壁の全周にわたって本体筒部１の一部を内側に塑性変形させる。これによって、略半円
形状や略半楕円形状の断面形状を有する突起部３３を備えた筒状コンタクト部材３０が完
成する。
【００５６】
　以上、説明したように、実施の形態３によれば、実施の形態１，２と同様の効果を得る
ことができる。
【００５７】
（実施の形態４）
　次に、実施の形態４にかかる半導体装置の構成について説明する。図５は、実施の形態
４にかかる半導体装置の構成を示す断面図である。実施の形態４にかかる半導体装置が実
施の形態１にかかる半導体装置と異なる点は、さらに、筒状コンタクト部材４０の他方の
開放端１０ｂ側にも、はんだ２７ａの這い上がりおよび飛散防止用の突起部（以下、第２
突起部とする）４１が設けられている点である。すなわち、筒状コンタクト部材４０の本
体筒部１の内壁１０ｃには、筒状コンタクト部材４０の一方の開放端１０ａ側に第１突起
部５が設けられ、かつ他方の開放端１０ｂ側に第２突起部４１が設けられている。
【００５８】
　実施の形態４においては、筒状コンタクト部材４０のいずれの開放端１０ａ，１０ｂに
それぞれフランジ２，３を設けて対称的な構造とすることが好ましい。その理由は、次の
通りである。本体筒部１の内壁１０ｃにも開放端１０ａ，１０ｂ側にそれぞれ第１，２突
起部５，４１が設けられ対称的な構造となっている。このため、筒状コンタクト部材４０
のいずれの開放端１０ａ，１０ｂのフランジ２，３を導電性板２２との接合面にしたとし
ても、本体筒部１の内壁１０ｃに這い上がったり飛散したはんだ２７ａが筒状コンタクト
部材４０の下端側に配置された突起部（第１突起部５または第２突起部４１）を超えて筒
状コンタクト部材４０の上端側に這い上がり飛散することを防止することができるからで
ある。すなわち、筒状コンタクト部材４０は、方向性を選ばずにはんだ付け可能な構造と
なっている。また、筒状コンタクト部材４０のいずれの開放端１０ａ，１０ｂ側のフラン
ジ２，３を導電性板２２との接合面としてもよいため、組立間違い等による組立不良を低
減させることができ、組立時の作業効率が向上する。
【００５９】
　第１突起部５の構成は、実施の形態１と同様である。第２突起部４１の構成は、例えば
、第１突起部５の構成と同様である。第１，２突起部５，４１は、例えば、本体筒部１の
中心軸方向の全長の１／２の深さを通り、かつ本体筒部１の中心軸と直交する切断面に対
して略面対称に配置されている。また、第２突起部４１は、上述した幅ｗ１、内径ｗ２お
よび配置する高さｈ１の条件を満たしていればよく、第１突起部５と異なる構成であって
もよい。第２突起部４１を配置する高さｈ１とは、筒状コンタクト部材４０の他方の開放
端１０ｂのフランジ３の下面から第２突起部４１の上面（筒状コンタクト部材４０の他方
の開放端１０ｂ側の面）までの高さである。筒状コンタクト部材４０の形成方法は、位置
決め治具に第１，２突起部５，４１を離して配置し、位置決め治具に本体筒部１を上部よ
り嵌め込めばよい。
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【００６０】
　以上、説明したように、実施の形態４によれば、実施の形態１～３と同様の効果を得る
ことができる。
【００６１】
（実施例１）
　次に、はんだ２７ａの這い上がりおよび飛散防止用の突起部５の幅ｗ１について検証し
た。図６は、実施例１にかかる半導体装置の突起部の幅について検証した結果を示す図表
である。実施の形態１にかかる半導体装置の構成にしたがい、突起部５の幅ｗ１と本体筒
部１の内径ｄ１との比率（＝２×ｗ１／ｄ１）が異なる筒状コンタクト部材１０をはんだ
付けした複数の試料を作製した。突起部５を配置する高さｈ１は１ｍｍとし、突起部５の
厚さｔ１は０．１ｍｍとした。本体筒部１には、内径ｄ１が１ｍｍの中空筒状部材を用い
た。これら各試料において、はんだ２７ａの這い上がりや飛散の有無を判定した結果を図
６に示す。図６では、第１領域Ａへのはんだ２７ａの這い上がりや飛散を防止することが
できた場合を○とし、第１領域Ａまではんだ２７ａの這い上がりや飛散が生じた場合を×
とした。
【００６２】
　図６に示す結果より、突起部５の幅ｗ１と本体筒部１の内径ｄ１との比率が０．２≦２
×ｗ１／ｄ１≦０．８を満たす場合に、第２領域Ｂから第１領域Ａへのはんだ２７ａの這
い上がりおよび飛散を防止することができることが確認された。このとき、はんだ２７ａ
の濡れ上がった厚さｔ２は０．３ｍｍであることが確認された。はんだ２７ａの濡れ上が
った厚さｔ２とは、本体筒部１の内壁１０ｃに這い上がったり飛散したはんだ２７ａの表
面張力（はんだ２７ａと本体筒部１の内壁１０ｃとの界面張力）に基づいて本体筒部１の
内壁１０ｃに円弧状に膨らんだはんだ２７ａの膨らみの最大厚さである。このため、突起
部５の幅ｗ１は０．３ｍｍ以上であることが好ましい。例えば、本体筒部１の内径ｄ１が
１ｍｍの場合、上記範囲において最小の突起部５の幅ｗ１は０．１ｍｍである（０．２＝
２×ｗ１［ｍｍ］／１［ｍｍ］）。したがって、突起部５の幅ｗ１がはんだ２７ａの濡れ
上がった厚さｔ２の１/３以上の幅があれば、はんだ２７ａの這い上がりおよび飛散を防
止する効果があることが確認された（ｗ１≧ｔ２／３）。図示省略するが、突起部５を配
置する高さｈ１は１ｍｍより高くても同様の結果を得られることが発明者らによって確認
されている。また、突起部５の厚さｔ１は０．１ｍｍより厚くても同様の結果を得られる
ことが発明者らによって確認されている。
【００６３】
（実施例２）
　次に、はんだ２７ａの這い上がりおよび飛散防止用の突起部５の厚さｔ１について検証
した。図７は、実施例２にかかる半導体装置の突起部の厚さについて検証した結果を示す
図表である。実施の形態１にかかる半導体装置の構成にしたがい、突起部５の厚さｔ１が
異なる筒状コンタクト部材１０をはんだ付けし、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１に
外部電極用端子２５を圧入した複数の試料を作製した。外部電極用端子２５を圧入するた
めの加圧力は５ｋｇｆとした。これら各試料において、突起部５を変形させることができ
たか否かを判定した結果を図７に示す。図７では、突起部５を変形させることができた場
合を○とし、突起部５を変形させることができなかった場合を×とした。なお、突起部５
を配置する高さｈ１は１ｍｍとした。そして、突起部５の幅ｗ１と本体筒部１の内径ｄ１
との比率（＝２×ｗ１／ｄ１）は０．２とした。
【００６４】
　図７に示す結果より、突起部５の厚さｔ１が０．１ｍｍ以上１．６ｍｍ以下の範囲内で
ある場合に、外部電極用端子２５を圧入したときの荷重によって突起部５を変形させるこ
とができることが確認された。
【００６５】
（実施例３）
　次に、はんだ２７ａの這い上がりおよび飛散防止用の突起部５を配置する高さｈ１につ
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いて検証した。図８は、実施例３にかかる半導体装置の突起部を配置する高さの下限値に
ついて検証した結果を示す図表である。図９は、実施例３にかかる半導体装置の突起部を
配置する高さの上限値について検証した結果を示す図表である。実施の形態１にかかる半
導体装置の構成にしたがい、突起部５を配置する高さｈ１が異なる筒状コンタクト部材１
０をはんだ付けし、筒状コンタクト部材１０の本体筒部１に外部電極用端子２５を圧入し
た複数の試料を作製した。突起部５の幅ｗ１と本体筒部１の内径ｄ１との比率（＝２×ｗ
１／ｄ１）は０．２とした。突起部５の厚さｔ１は、０．２ｍｍとした。図８，９では、
筒状コンタクト部材１０の上端側の第１領域Ａにはんだ２７ａが這い上がったり飛散して
いない、および第１領域Ａにはんだ２７ａが這い上がったり飛散したとしても外部電極用
端子２５の挿入時に組立不良を生じさせない場合を○とし、第１領域Ａにはんだ２７ａが
這い上がったり飛散することで組立不良が生じた場合を×とした。
【００６６】
　図８に示す結果より、突起部５を配置する高さｈ１が１ｍｍ以上である場合に、第１領
域Ａへのはんだ２７ａの這い上がりや飛散が生じない、または第１領域Ａにはんだ２７ａ
が這い上がったり飛散していても外部電極用端子２５の挿入時に組立不良を生じさせない
程度に良好であることが確認された。また、外部電極用端子２５の下端部２５ａまでの高
さｈ２の隙間内ではんだ２７ａの這い上がりや飛散を止めることができることが確認され
た。図９に示す結果より、突起部５を配置する高さｈ１の上限値を、外部電極用端子２５
の下端部２５ａの高さｈ２に対してｈ１≦２×ｈ２とすることで、第１領域Ａへのはんだ
２７ａの這い上がりや飛散が生じない、または第１領域Ａにはんだ２７ａが這い上がった
り飛散していても外部電極用端子２５の挿入時に組立不良を生じさせない程度に良好であ
ることが確認された。具体的には、突起部５を配置する高さｈ１は、１ｍｍ以上４ｍｍ以
下とすることが好ましいことが確認された（１ｍｍ≦ｈ１≦４ｍｍ）。図９には、外部電
極用端子２５の下端部２５ａまでの高さｈ２を２ｍｍとした場合を一例に示すが、外部電
極用端子２５の下端部２５ａまでの高さｈ２を種々変更した場合においても、突起部５を
配置する高さｈ１を上記範囲とすることで同様の結果が得られることが発明者らによって
確認されている。
【００６７】
　図示省略するが、実施の形態２～４にかかる半導体装置についても実施の形態１と同様
に上述した実施例１～３の結果が得られることが発明者らによって確認されている。
【００６８】
　以上において本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　以上のように、本発明にかかる半導体装置、金属部材および半導体装置の製造方法は、
積層基板の表面の導電性板に半導体チップや他の構成部材などをはんだにより接合した構
成を有する半導体モジュールなどの半導体装置に有用であり、筒状コンタクト部材に外部
電極用端子を嵌め合わせることで導電性板との電気的な接続を確保した半導体装置に適し
ている。
【符号の説明】
【００７０】
　１　本体筒部
　２，３　フランジ
　４　空洞部
　５，３１～３３，４１　突起部
　５ａ　突起部の孔部
　１０，３０，４０　筒状コンタクト部材
　１０ａ， １０ｂ　筒状コンタクト部材の開放端
　１０ｃ　本体筒部の内壁
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　２０　積層基板
　２１　セラミック基板
　２２　導電性板
　２３　銅箔
　２４　半導体チップ
　２５　外部電極用端子
　２５ａ　外部電極用端子の下端部
　２６　ワイヤー
　２７，２７ａ　はんだ
　３３ａ，３３ｂ　略半円形状または略半楕円形状の突起部の端部
　３３ｃ　略半円形状または略半楕円形状の突起部の頂点部
　Ａ　空洞部の第１領域
　Ｂ　空洞部の第２領域
　ｄ１　本体筒部の内径
　ｄ２　外部電極用端子の直径
　ｈ１　突起部を配置する高さ
　ｈ２　外部電極用端子の下端部の高さ
　ｔ１　突起部の厚さ
　ｔ２　はんだの濡れ上がった厚さ
　ｔ３　略半円形状または略半楕円形状の突起部の厚さ
　ｗ１　突起部の幅
　ｗ２　突起部の内径

【図１】 【図２】
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